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は じ め に 

 

令和 2年度、佐倉市消費生活センターに寄せられた相談件数は、１,49５件で

した。前年と比べて 240件ほど減少しています。これは、近年、はがきによる

身に覚えのない架空請求の事案が増加していましたが、令和 2 年度は全国的に

減少傾向にありました。その一方、消費者トラブルに巻き込まれる手口は年々、

巧妙かつ複雑になっており、特に高齢者が被害に遭うケースが多く、契約当事

者が 60歳以上である相談の割合は、43.2%になりました。 

また、トラブルとなる販売形態で最も多かったのは、通信販売に関する相談

で 554 件、全体に占める割合が最も高く、令和元年度の 24.7%から大幅に増

加し、令和 2年度は 37.1%という割合になっています。これは新型コロナウイ

ルスの感染拡大により生活様式が大きく変化し、外出自粛要請による学校の休

校やテレワークの推奨等により自宅で過ごす時間が増えたことで、消費活動が

対面からインターネットを介した消費活動に変化したことが要因と考えられま

す。 

中でも、初回無料や初回だけ低価格をうたい購入を募る健康食品や化粧品な

どについて、1 回だけと思ったら実は定期購入だった、定期購入で複数回購入

しないと解約ができない、解約がとてもしづらいといった相談が増加していま

す。 

 他にも、消費者を取り巻く社会経済環境は、ＩＣＴの進展により、よりグロ

ーバル化し、海外との消費者トラブルも珍しくなくなっています。 

佐倉市では、消費生活相談と消費者啓発を両輪に消費者行政を進めてまいり

ましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、講座等の活動ができなく

なり、各種講座等を中止せざるを得ず、満足な啓発活動ができない１年となっ

てしまいました。今後、新型コロナウイルスの感染状況を見極めながら、相談

と啓発というバランスの取れた活動をこれからも進めてまいりたいと考えてい

ます。 

 この度、ここに、令和 2 年度の消費対策事業の実績等をまとめました。佐倉

市の消費生活行政にご理解をいただき、みなさま方のご参考になれば幸いです。 
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４．施設の概要 

１．名 称    佐倉市 消費生活センター 

 

２．所在地    〒285－0005 

          佐倉市宮前 3丁目４番地１ ミレニアムセンター佐倉 3階 

 

３．開設年月日  平成 12年 11月 1日 

 

４．開所時間   月～金曜日 

相談時間   9：00～12：00 ・ 13：00～16：00 

 

５．施設の規模  相談室 1・2、閲覧コーナー、活動コーナー、事務室 

  

６．電 話    相談員専用   043－483－4999 

          ダイヤルイン  043ー483―3010 

          ＦＡＸ      043―483―8604 

  

 ７．センター案内図 

 
８．センター見取図 
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５．令和 2 年度 各事業 

 

 

 

 

       消費生活相談 月～金 

消費生活センター（ミレニアムセンター佐倉３階）  

 

 

         

・消費者大学（年度６回） 

→新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

・消費生活セミナー（年度２回） 

→新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

      ・消費者問題出前講座（相談員による随時） 

         →１団体からの要請があり１回実施 

          9月 24日 「最近の悪徳商法からの消費者トラブル」 

          南部地域包括支援センター 受講者数１４名 

      ・広報紙による情報提供（こうほう佐倉毎月１５日号） 

 

      ・消費者啓発紙の発行（「ゆたかな生活」年度２回） 

           

・図書等の貸し出し 

 

・啓発パネルの展示 

                   

      ・消費生活展 

         →新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

           

管 理 運 営 事 業 

    

      ・消費生活センター運営協議会 

         →年２回実施 

（内１回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議） 

消 費 者 保 護 事 業 

消 費 者 啓 発 事 業 
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Ⅲ 消費生活相談の広報活動
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Ⅳ 参考資料
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佐倉市消費生活センターの設置及び管理に関する条

例  

（佐倉市条例第３３号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項の

規定により、佐倉市消費生活センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（設置） 

第２条 本市は、消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の消費生活の安定向

上に資するため、佐倉市消費生活センター（以下「消費生活センター」という。）を

設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

       名     称      位     置 

  佐倉市消費生活センター    佐倉市宮前３丁目４番地１ 

（業務） 

第４条 消費生活センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。 

（２） 消費生活に関する講座等の開催及び資料等の展示に関すること。 

（３）  消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。 

（４） 消費者に対する自主活動の場の提供に関すること。 

（５） その他消費生活センターの設置目的を達成するために必要な業務 

（使用の承認） 

第５条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならな

い。 

２ 前項の承認をする場合において、市長は、消費生活センターの管理上必要な範囲

内で条件を付することができる。 

（使用の制限） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消費生活センターの使用を承

認しない。 

（１） 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

（２） 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

（３） 営利を目的とする行為を行うおそれがあると認められるとき。 

（４） 管理上支障があると認められるとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。 

（使用の承認の取消し等） 

第７条 市長は、第５条の規定による使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）

が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消すことができる。 

（１） 第５条第２項の規定による承認の条件に違反したとき。 

（２） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

（３） 虚偽の申請その他不正な手段により使用の承認を受けた事実が明らかと認め

られるとき。 

（４） その他消費生活センターの管理上支障があると認められるとき。
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２ 市長は、消費生活センターの管理運営上やむを得ない事情が生じた場合は、承認

の変更又は取消しをすることができる。 

３ 市長は、第１項に規定する使用の承認の取消しにより使用者に損害を生じても、

その賠償の責めを負わない。 

（使用期間） 

第８条 別表に規定する施設の使用者は、引き続き２日を超えて当該施設を使用するこ

とができない。ただし、市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。 

（使用料） 

第９条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。 

（使用料の減免） 

第１０条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（使用料の還付） 

第１１条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認め

たときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（特別の設備） 

第１２条 使用者は、消費生活センターを使用する場合において、特別の設備をしよう

とするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（損害賠償） 

第１３条 使用者は、消費生活センターの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したと

きは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。 

（消費生活センター運営協議会） 

第１４条 消費生活センターの運営に関する重要事項を調査研究するため、佐倉市消費

生活センター運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

３ 協議会の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

４ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、消費生活センターの管理運営に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 

   附 則 

この条例は、平成12年11月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月24日条例第39号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年９月29日条例第23号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の佐倉市消費生活センターの設置及び管理に関する条例別

表の規定は、平成30年４月１日以後の佐倉市消費生活センターの使用に係る使用料

について適用する。



                                     －43－ 

別表（第５条、第９条関係） 

使用単位 

使用区分 

午前９時から 

正午まで 

午後１時から 

午後５時まで 

午前９時から 

午後５時まで 

活動コーナー ３３０円 ４５０円 ７８０円 

 

 備 考 

１ 市内に在住、在学又は在勤する者以外の者が使用する場合は、使用単位における

使用料の10割の額を割増使用料として別に徴収する。 

２ 使用単位を超過した場合又は使用単位に記載された時間以外の使用を認めた場合

は、１時間（１時間未満の場合は、１時間とみなす。）につき、その使用が午後１

時までのときは午前９時から正午までの欄に、午後１時以降のときは午後１時から

午後５時までの欄にそれぞれ規定する額から算定した１時間当たりの額（10円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を使用料として徴収する。

この場合において、割増使用料の対象となるときは、当該使用料に併せて徴収する。
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佐倉市消費生活センターの管理及び運営に関する規則 

（佐倉市規則第６５号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐倉市消費生活センターの設置及び管理に関する条例（平成１１年佐倉

市条例第３３号。以下「条例」という。）第１５条の規定により、佐倉市消費生活センター

（以下「消費生活センター」という。）の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（開所時間） 

第２条 消費生活センターの開所時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、市長が

必要と認めるときは、その時間を変更することができる。 

（休所日） 

第３条 消費生活センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるとき

は、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。 

（１） 日曜日及び土曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）  １月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日まで 

（活動コーナーの使用時間） 

第４条 条例別表に規定する施設（以下「活動コーナー」という。）の使用時間は、準備又は

原状に復するために要する時間を含むものとする。 

２ 活動コーナーを使用する場合において、使用開始後の使用時間の延長は、これを認めな

い。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。 

（使用の承認の申請） 

第５条 条例第５条第１項の規定により活動コーナーの使用の承認を受けようとする者は、佐

倉市消費生活センター活動コーナー使用承認申請書により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、使用月の２月前から３日前まで（消費者団体等の申請にあっては、使用

月の３月前から３日前まで）に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、

この限りでない。 

３ 市長は、申請書の提出の際に必要な書類を添付させることができる。 

（使用の承認） 

第６条 市長は、前条第１項の申請を承認したときは、当該申請をした者に対し、佐倉市消費

生活センター活動コーナー使用承認書を交付するものとする。 

２ 使用の承認は、申請の順にこれを行い、申請が同時に行われたときは、協議又は抽選に

よりこの順を決定するものとする。ただし、公用又は公益上市長が特に必要と認めるときは、

この限りでない。 

（使用の取消し又は変更等） 

第７条 使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、活動コーナーの使用を取消し、

又は変更しようとするときは、佐倉市消費生活センター活動コーナー使用取消（変更）承認

申請書に承認書を添えて速やかに市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を承認したときは、佐倉市消費生活センター活動コーナー使用取消

（変更）承認書を使用者に交付するものとする。 

３ 市長は、条例第７条の規定により活動コーナーの使用を取消し、又は変更したときは、

佐倉市消費生活センター活動コーナー使用取消（変更）通知書により使用者に通知するもの

とする。この場合において、使用者は、直ちに活動コーナーを原状に回復しなければならな

い。
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（使用料の納入） 

第８条 使用者は、使用料を承認書の交付の際に納入するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、別に納期を指定して使用料を納

入させることができる。 

（使用料の減免） 

第９条 条例第１０条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

（１） 消費者団体又は公益的活動を目的とする団体が使用するとき 免除 

（２） 国、県又は本市が使用するとき 免除 

（３）  その他市長が特に必要と認めるとき 市長が別に定める割合 

（使用料の還付） 

第１０条 条例第１１条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき  全額 

（２） 使用者が使用日の１０日前までに使用を取消したとき 全額 

（３）  使用者が使用日の３日前までに使用を取消したとき 半額 

（図書貸出しの手続） 

第１１条 消費生活センターの図書の貸出しを受けようとする者は、図書利用申込書により市

長の承認を受けなければならない。 

（図書貸出冊数及び期間） 

第１２条 図書の貸出しは、１人２冊以内とし、貸出期間は、１０日以内とする。 

（貸出しをしない図書） 

第１３条 市長が指定した図書は、貸出しを行わない。ただし、市長が特に必要があると認め

るときは、この限りでない。 

（図書の補償） 

第１４条 利用者が図書を亡失又は損傷したときは、市長は、その利用者に補償させることが

できる。 

（教材等の貸出しの手続） 

第１５条 消費生活センターの教材及び教具（以下「教材等」という。）の貸出しを受けよう

とする者は、佐倉市消費生活センター教材等利用申請書により、市長の承認を受けなければ

ならない。 

２ 前項の申請は、利用しようとする月の２月前から利用しようとする日までに行うものと

する。 

（教材等の貸出しの種類、数量及び期間） 

第１６条 教材等の貸出しは、１人３種類以内で５点以内とし、期間は、５日以内とする。た

だし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（貸出しをしない教材等） 

第１７条 市長が指定し、又は消費生活センターの事業で使用することが予定されている教材

等については、貸出しを行わない。 

（教材等の補償） 

第１８条 利用者が教材等を亡失又は損傷したときは、市長は、利用者に補償させることがで

きる。 

（承認書の提示） 

第１９条 承認書は、その承認に係る施設を使用する際に、職員に提示しなければならない。
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（遵守事項） 

第２０条 消費生活センターを使用する者は、職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

（１） 収容定員を超えないこと。 

（２） 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。 

（３）  指示された場所以外は、出入りし、又は使用しないこと。 

（４） 許可を受けないで、備品、器具等及び附属設備を移動し、または使用 

しないこと。 

（５） 許可を受けないで、宣伝、勧誘、文書若しくは図書の配布又はこれに 

類する行為をしないこと。 

（６）  騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行 

為をしないこと。 

（７）  前各号に掲げるほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。 

（職員の立入り） 

第２１条  使用者は、職員が消費生活センターの管理上、立入りを要請したときは、これを拒

むことはできない。 

（事業計画及び事業報告） 

第２２条 消費生活センターが年次計画に基づいて執行する事業は、その計画及び実施状況に

ついて、佐倉市消費生活センター運営協議会（以下「協議会」という。）に報告しなければ

ならない。 

（協議会の構成） 

第２３条 協議会の委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） 消費者団体の代表 ７人以内 

（２）  経済団体等の代表 ３人以内 

（３） 市民 ４人以内 

（４） 学識経験者 １人 

（委員長及び副委員長） 

第２４条 協議会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。 

（会 議） 

第２５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。  

２ 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年２回、臨時会は必要に応じ招集する。  

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（協議会の庶務） 

第２６条 協議会の庶務は、消費生活センターにおいて処理する。 

（補 則） 

第２７条 この規則に定めるもののほか、消費生活センターの管理及び運営に関し必要な事項

は、市長が別に定める。
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附 則 

この規則は、平成 12 年 11 月１日から施行する。 

附 則（平成 16 年３月 31 日規則第 17 号） 

この規則は、平成 16 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年３月 31 日規則第８号） 

この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年３月 31 日規則第 16 号） 

この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 15 日規則第 15 号） 

この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。
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佐倉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

（平成 28年３月 24日条例第８号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消費者安全法（平成 21 年法律第 50号。以下「法」という。）第

10条の２第１項の規定に基づき、佐倉市消費生活センター（以下「消費生活センター」

という。）の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとす

る。 

（相談日時） 

第２条 法第８条第２項第１号及び第２号の事務を行う日は消費生活センターの休所日

以外の日とし、当該事務を行う時間は午前９時から午前 12時まで及び午後１時から午

後４時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その日時を変更することがで

きる。 

（所長及び職員） 

第３条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する所長及び消費生活セ

ンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。 

（試験に合格した消費生活相談員の配置） 

第４条 消費生活センターには、法第 10条の３第１項に規定する消費生活相談員資格試

験に合格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成

26年法律第 71号）附則第３条の規定により合格した者とみなされた者を含む。）を

消費生活相談員として置くものとする。 

（消費生活相談員の人材及び処遇の確保） 

第５条 消費生活センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技

術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として

同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に

鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。 

（消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修） 

第６条 消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて法第８条第２項各号に掲げ

る事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとす

る。 

（消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理） 

第７条 消費生活センターは、法第８条第２項各号に掲げる事務の実施により得られた情

報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を

講ずるものとする。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 28年４月１日から施行する。
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不用品交換実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 資源やエネルギーの有効利用を促進し、不用品の交換を通じて市民の交流を図

るために、市が不用品の交換に関する情報の提供を行う。 

（申込み） 

第２条 不用品を交換しようとする者は、「不用品交換申込書」により消費生活センタ

ーに申し込むものとする。この場合において、不用品の交換は無料とし、同じ品物の

交換の申込みは２回までとする。 

（受付） 

第３条 市は、不用品を提供する者、不用品の提供を希望する者を別に登録して、広報

等により広く市民に紹介する。 

（取引） 

第４条 市は取引に立会いはせず、取引は当事者間で行うものとする。 

２ 取引において生じたトラブルは両者で解決し、市は責任を負わないものとする。 

３ 取引の結果は必ず市に連絡するものとする。 

（受付品目） 

第５条 不用品の交換の受付品目は、書籍、自転車、衣類、日用雑貨、スポーツ用品、

家具、学用品、レコード類、楽器、おもちゃ等とする。 

（広報） 

第６条 不用品の交換に関する情報は、市の広報誌１５日号に掲載するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。
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